
 

2 0 2 6 年 5 月 

日本郵政共済組合 

 

「特定健康診査」受診券送付のお知らせ 

～被扶養者の皆様を対象とした無料の健康診断のご案内～ 

 

40 歳～74 歳の被扶養者がいらっしゃる組合員の皆様へ 

６月上旬に、被扶養者の方が「特定健康診査」を無料で受診できる 2026 年度の「特定健康診査受診券」

（以下「受診券」という）を、組合員のご自宅あてに郵送いたします。 

組合員の皆様からも、ご家族の方にぜひ受診をお勧めくださいますようお願いいたします。 

 

なぜ特定健康診査を受けた方がいいのか 

糖尿病、脂質異常症、高血圧症などの生活習慣病は、早期発見によって防ぐことができます。 

生活習慣病のリスクは体型に関係なく誰にでもあり、多くの場合、自覚症状がないまま進行するため、 

気づいた時には重症化していることもあります。 

特定健康診査を活用し、年に 1回、健康状態を確認しましょう。 

 

当共済組合の特定健康診査のメリット 

圧着ハガキでお送りする受診券をご利用いただくと、無料で健診を受診できます。 

 

 

 

【受診券不着・再発行等の照会先】 

日本郵政共済組合 共済センター 助成担当 

TEL：0120-97-8484（コールセンター） 

受付時間：平日 9：00～18：00 


